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―― 厚木基地周辺住宅防音工事協力会について ――

当会は、厚木基地周辺で施工される住宅防音工事に関し、

関係諸官庁への要請、住民への協力等により、地域の

住環境の改善を図ることを目的とする団体です。

また、地元住民組織（厚木基地周辺の騒音対策を考える

会、厚木基地周辺復旧工事・外郭防音工事促進協議会）や、

全国各地に所在する他の基地周辺の防音工事協力会とも

連携を図りながら、住民本位の施策の実現を目指した

活動を展開しています。

http://www.daichou.co.jp/cooperative
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第Ⅰ工法（８０Ｗ以上） 第Ⅱ工法（７５Ｗ以上８０Ｗ未満）

施工前（一般用サッシ）

施工後（防音用サッシ）

✓ 窓類を、遮音性能の高い防音サッシ等にリニューアル

✓ 天井・壁の貼替え（防音仕様への改造（第Ⅰ工法））

✓ エアコンの設置（区域に応じ最大４台又は２台まで）

【施工例】

対象化が実現すれば、国の補助金（補助率１００％）で

次のような工事ができるようになります！！

当会では、全国の他の基地と比べ大きく遅れている

厚木基地周辺の住宅防音事業の推進と、不公平行政の

象徴ともいえる「逆転現象を伴う告示後住宅」の補助

対象化に向け、「厚木基地周辺の騒音対策を考える会」

と連携し、周辺住民の皆様から、国あての「要望書」へ

の賛同を募る活動を進めています。

６年前の艦載機移駐後も、戦闘機などの飛来は断続

的に続いており、騒音は避けることができない大きな

問題ですが、その数少ない軽減策となる「逆転現象を

伴う告示後住宅の補助対象化」のため、おひとりでも

多くの皆様のご賛同をお願いいたします。

逆転現象を伴う告示後住宅の補助対象化に
向けた「要望書」へのご賛同のお願い

当会あての「賛同はがき」をご投函ください！

（お問合せは当会事務局まで）



基地に近く騒音がより深刻な場所に建っているにもかかわ

らず、国の区域指定の方法が原因で、補助対象から取り残

されている住宅です。

「逆転現象を伴う告示後住宅」とは？

逆転告示後住宅補助対象化 要望数 １ 万を突破

1月21日、当会は、昨年4月と8月に続き、住民の方々

から同年9月以降に寄せられた“逆転現象を伴う告示後

住宅の補助対象化を求める要望書”を南関東防衛局長

に提出しました。

また、1月末には、個人

署名数と集合住宅戸数

等を合わせた要望の数

が１万を超え、公平な

行政を求める住民の声

は、一層の高まりを

みせてきています。
要望文書を受け取る末富局長（右端）

考える会が大和市長に 国への提言を要望

昨年12月27日、「厚木基地周辺の騒音対策を考える会」

の中屋会長と大石事務局長は、大和市の古谷田市長を

訪ね、今後見込まれる区域見直しに臨み、住民の代表

として、住宅防音事業における不公平の是正（①逆転

告示後住宅補助対象化、②線引きの適正化、③施工後

10年未満の住宅の機能復旧）を国に提言していくよう、

要望を行いました。

これに対し、古谷田市長からは“空母艦載機の移駐で

騒音の回数こそ低下はしているものの、住民の不安は

払拭されていない。

基地が存在する限り、

国にはしっかりとした

保障と住民への丁寧な

説明を求めていく”

との趣旨の応答が

なされました。
大石事務局長 古谷田市長 中屋会長

Ａ 図

Ｂ 図

国の騒音度調査終了 区域見直し作業 本格化へ

米空母艦載機移駐後の騒音状況を踏まえ、国（南関東

防衛局）は、令和4年度から、基地周辺での騒音度調査を

進めてきましたが、この調査が昨年12月に終了しました。

今後、当該調査のデータから作成された「騒音コンター」

（騒音度の機械的な曲線）を基に、指定素案の作成や関係

自治体への意見照会等が行われ、早ければ今年中にも、

新たな住宅防音工事補助対象区域が指定される可能性

が高くなっています。

また、この「騒音コンター」については、現時点で明らか

にされてはいませんが、昨年11月に判決が出された騒音

訴訟の中で国が提出した、艦載機移駐後の令和２年度に

作成された騒音分布図（Ｂ図）の線を現在の対象区域の

図面（Ａ図）に嵌めた場合、基地の南北に接する赤色の

点線となることなどから、対象区域が大幅に縮小される

ことも考えられます。

しかしながら、艦載機移駐後は自衛隊の大型機や米軍

ヘリの昼夜の周回飛行が新たに常態化していることや、

米軍の運用上の所要によって何の前触れもなく戦闘機が

飛来し轟音が降り注ぐという構図は依然として変わって

いないことに照らせば、区域見直しに際しては、「線引き

の適正化」などの、住民目線に沿った考慮や手順が必要

不可欠であり、当会では、引き続きその履行を国に強く

求めていくこととしています。
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